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平成２８年さぬき市議会第２回臨時会議案 

 

                         平成２８年５月９日提出 

市長提出議案 

 

議案第５０号 専決処分の承認について（さぬき市税条例等の一部改正） 

議案第５１号 専決処分の承認について（さぬき市国民健康保険税条例の一部改正） 

議案第５２号 専決処分の承認について（平成２７年度さぬき市一般会計補正予算

（第６号）） 

議案第５３号 平成２８年度さぬき市一般会計補正予算（第１号）について 

議案第５４号 さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 
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議案第５０号 

 

 

専決処分の承認について（さぬき市税条例等の一部改正） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

平成２８年５月９日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 



 

 3 

専  決  処  分  書 

 

 

さぬき市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２８年３月３１日 

 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

さぬき市税条例等の一部改正について 

 

さぬき市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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   さぬき市税条例等の一部を改正する条例 

 

（さぬき市税条例の一部改正） 

第１条 さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように

改正する。 

第５６条中「又は第１２号の固定資産」を「若しくは第１２号の固定資産又は

同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係

者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）」に改める。 

第５９条中「又は第１２号」を「、第１２号又は第１６号」に改める。 

附則第１０条の２第４項中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５条第

２項第７号」に改める。 

  附則第１０条の３第８項第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条第３６

項に規定する補助金等」を加える。 

 （さぬき市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 さぬき市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年さぬき市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

附則第４条第３項の表第９８条第１項の項中「第３４号の２様式」を「施行規

則第３４号の２様式」に改め、「第１条の規定」を削り、同表第９８条第２項の

項中「第３４号の２の２様式」を「施行規則第３４号の２の２様式」に改め、同

表第９８条第３項の項中「第３４号の２の６様式」を「施行規則第３４号の２の

６様式」に改め、同表第９８条第４項の項中「第３４号の２様式」を「施行規則

第３４号の２様式」に改め、同条第７項の表第１００条の２の項中「第１００条

の２」を「第１００条の２第１項」に改め、同条第１０項の表第７項の表第１０

０条の２の項の項中「第１００条の２」を「第１００条の２第１項」に改め、同

条第１２項の表第７項の表第１００条の２の項の項中「第１００条の２」を「第

１００条の２第１項」に改め、同条第１４項の表第７項の表第１００条の２の項

の項中「第１００条の２」を「第１００条の２第１項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」という。）

第５６条、第５９条及び附則第１０条の２第４項の規定は、平成２８年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の３第８項第５号の規定は、平成２８年４月１日以後に改
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修される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１

条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の

９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第１０項に規定する区分所有に

係る家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 
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議案第５１号 

 

 

専決処分の承認について（さぬき市国民健康保険税条例の一部改正） 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

   平成２８年５月９日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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専  決  処  分  書 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２８年３月３１日 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  

さぬき市国民健康保険税条例（平成１４年さぬき市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３項ただし

書中「１７万円」を「１９万円」に改める。 

第２３条中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を「１９万円」に改め、

同条第２号中「２６万円」を「２６万５，０００円」に改め、同条第３号中「４７

万円」を「４８万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後のさぬき市国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 
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議案第５２号 

 

 

専決処分の承認について（平成２７年度さぬき市一般会計補正予算 

（第６号）） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

                      平成２８年５月９日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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専  決  処  分  書 

 

 

平成２７年度さぬき市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

平成２８年３月３１日 

 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

平成２７年度さぬき市一般会計補正予算（第６号）について 

 

平成２７年度さぬき市一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり定める。 
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議案第５３号 

 

 

平成２８年度さぬき市一般会計補正予算（第１号）について 

 

 

 平成２８年度さぬき市一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２８年５月９日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第５４号 

 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別

紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２８年５月９日提出  

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年さぬき市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２８条第７号イの表４階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くこと

のできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限

る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有す

る場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、「同条第３項第

２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び第１０号」に改める。 

第４３条第８号イの表４階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くこと

のできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限

る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有す

る場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、「同条第３項第

２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び第１０号」に改める。 

附則に次の見出し及び４項を加える。 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特

例） 

６ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第

２７条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足してい

ることに鑑み、当分の間、第２９条第２項各号又は第４４条第２項各号に定める

数の合計数が１となるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保

育士の数は、１人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が１

人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると

市長が認める者を置かなければならない。 

７ 前項の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する

保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普

通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定す

る普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

８ 附則第６項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規

模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下「小規模保育事業所Ａ

型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小

規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育

士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育士の
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数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、

開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなけ

ればならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことがで

きる。 

９ 前２項の規定を適用するときは、保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受

けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２項の規定により

保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前２項の規定の適用がないと

した場合の第２９条第２項又は第４４条第２項により算定されるものをいう。）

の３分の２以上置かなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２８条第７号イの表４階以上の

階の部避難用の項及び第４３条第８号イの表４階以上の階の部避難用の項の改正規

定は、平成２８年６月１日から施行する。 


